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はじめに 

 

研究開発評価に当たっては、公正性、信頼性さらには実効性の観点から、その対象となる研究開

発の特性や評価の目的等に応じて、適切な評価項目・評価基準を設定して実施することが必要であ

る。 

本標準的評価項目・評価基準は、経済産業省における技術に関する施策及び技術に関する事業

の評価を行うに当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたガイドラインである経済産業省

技術評価指針に基づき、評価方法、評価項目等に一貫性を持たせるために、標準的なものとして、

技術評価室が定めるものである。                      
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用語の解説 

本規程における用語については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 24年 12月 6日内閣総理

大臣決定）及び同解説書並びに「経済産業省技術評価指針」（平成 26 年４月）に従い、次に定めるところによ

る。 

 

・研究開発プログラム：「上位施策の目標達成に向けて複数の研究開発課題を含む各手段を組み立てた計画

や手順に基づく取組」及び「上位施策目標との関連性を明確にし、検証可能な目標を設定した研究資金制度」

をいう。 

 

・研究開発課題（プロジェクト）：具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、当省が定めた明確な目的や

目標に沿って実施されるものをいう。 

なお、大綱的指針においては、競争的資金制度等の「研究資金制度」における個々の採択課題も「研究開

発課題」と称呼されているところであるが、混同を避けるため、当該各採択課題は「研究課題」と称呼するもの

とする。 

 

・研究資金制度：資金を配分する主体が研究課題を募り、提案された中から採択した研究課題に研究開発資金

を配分する制度をいう。競争的資金制度は、これに含まれる。 

なお、「上位施策目標との関連性を明確にし、検証可能な目標を設定した研究資金制度（以下「研究資金

制度プログラム」という。）」については、大綱的指針における整理に従い、「研究開発プログラム」の一つとし

て取り扱うものとする。 

 

・競争的資金制度：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそれらの者か

ら構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定の研究開発領域を定め、

又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等から提案された研究課題の中から、

当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事した経験を有する者をいう。）を含む複数の

者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技

術評価又は経済的・社会的評価に基づき研究課題を採択し、当該研究課題の研究開発を実施する研究者等

又は研究者等が属する組織若しくは企業等に研究開発資金を配分する制度をいう。 

 

（注１）「政策評価の実施に関するガイドライン」（平成１７年１２月１６日政策評価各府省連絡会議了承。以下「政評ガイドライ

ン」という。）においては、各行政機関が所掌する政策を、「政策（狭義）」、「施策」及び「事務事業」の三階層に区分整理する

ところであり、その定義は次のとおり。 

・政策（狭義）：特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまり。 

・施策：上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであり、「政策（狭義）」を実現

するための具体的な方策や対策ととらえられるもの。 

・事務事業：上記の「具体的な方策や対策」を具現化するための個々の行政手段としての事務及び事業であり、行政活動の

基礎的な単位となるもの。 

 

（注２）第４期科学技術基本計画においては、研究開発の政策体系は、「政策」、「施策」、「プログラム・制度」及び「研究開発

課題」の四階層に区分整理するところである。政評ガイドラインとの関係では、当該「プログラム・制度」及び「研究開発課題」

は、ともに政評ガイドラインにおける「事務事業」に該当するものと整理されている。 

 

 

 

 

 

 

 






































